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ご 相 談 く だ さ い ！

Q インターンシップを受け入れるには、

Q インターンシップ中の業務内容に

Q 特別支援学校の授業や取組につい

Q 特別支援学校の生徒の障害者雇
用について詳しく教えて欲しい。

どんな相談ができるの？

Q 障害のある方を雇用しましたが、

※ 他にも、たくさんのご相談を承っています。
インターンシップや障害者雇用等について、
ご不明なことがあれば何でもご相談ください。

【例】

東京都就労支援員

相談方法は？

電話やメール、オンラインでの相談を
はじめ、東京都就労支援員が会社を
訪問し、相談を行うことも可能です。

電話：03-5228-3433
ﾒ ｰ ﾙ：shurou@shugaku.metro.tokyo.jp

東京都特別支援教育推進室

【お問合せ先】

東京都就労支援員はどんな人？

〇 民間企業等において、インターンシップの受け入れや、
障害者の雇用についての知識や経験が豊富！

〇 都立特別支援学校の管理職や教員経験者で、障害の
ある生徒のインターンシップや就労、定着支援の知識や

このような経歴の支援員が１１名在籍しています。

皆様からのご相談をお待ちしております。

https://youtu.be/hCL
1y6CK034

＜ご紹介＞

希望者全員の企業就労の実現に向けて、
東京都教育委員会や都立特別支援学
校の取組を動画で紹介しています。
ぜひご視聴ください。

どうしたらいいの？

について相談したいんだけど。

て教えて欲しい。

中々定着しません。アドバイスして
貰えますか？

経験が豊富！

相談受付時間：午前９時～午後５時まで


